
昭
和
二
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

刑
事
訴
訟
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
お
よ
び
第
百

九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
司
法
警
察
員

等
の
指
定
に
関
す
る
規
則

刑
事
訴
訟
法
第
１
８
９
条
第
１
項
及
び
第
１
９
９
条
第

２
項
の
規
定
に
基
く
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
１
条
　
警
察
庁
お
よ
び
管
区
警
察
局
に
勤
務
す
る
警
察

官
の
う
ち
、
巡
査
部
長
以
上
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
は

司
法
警
察
員
と
し
、
巡
査
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
は
司

法
巡
査
と
す
る
。

２
　
警
察
庁
長
官
ま
た
は
管
区
警
察
局
長
は
、
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
警
察
庁
ま
た
は
管
区
警
察
局
に
勤
務
す
る
巡
査
の

階
級
に
あ
る
警
察
官
を
司
法
警
察
員
に
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
２
条
　
警
察
庁
及
び
管
区
警
察
局
に
勤
務
す
る
警
察
官

の
う
ち
、
刑
事
訴
訟
法
第
１
９
９
条
第
１
項
に
規
定
す

る
逮
捕
状
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
員
及

び
同
法
第
２
０
１
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
逮
捕
状

に
代
わ
る
も
の
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
司

法
警
察
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
　
警
察
庁
長
官
及
び
警
察
庁
次
長
の
職
に
あ
る
者

（
２
）
　
管
区
警
察
局
長
及
び
四
国
警
察
支
局
長
の
職
に

あ
る
者

（
３
）
　
警
察
庁
の
生
活
安
全
局
、
刑
事
局
、
交
通
局
、

警
備
局
及
び
サ
イ
バ
ー
警
察
局
に
勤
務
す
る
警
部
以

上
の
階
級
に
あ
る
警
察
官

（
４
）
　
管
区
警
察
局
（
東
北
管
区
警
察
局
、
中
部
管
区

警
察
局
、
中
国
四
国
管
区
警
察
局
及
び
九
州
管
区
警

察
局
を
除
く
。
）
の
広
域
調
整
部
に
勤
務
す
る
警
部

以
上
の
階
級
に
あ
る
警
察
官

（
５
）
　
東
北
管
区
警
察
局
、
中
部
管
区
警
察
局
、
中
国

四
国
管
区
警
察
局
及
び
九
州
管
区
警
察
局
の
総
務
監

察
・
広
域
調
整
部
の
部
長
、
高
速
道
路
管
理
官
及
び

災
害
対
策
官
の
職
に
あ
る
者
並
び
に
広
域
調
整
第
一

課
及
び
広
域
調
整
第
二
課
に
勤
務
す
る
警
部
以
上
の

階
級
に
あ
る
警
察
官

（
６
）
　
関
東
管
区
警
察
局
サ
イ
バ
ー
特
別
捜
査
部
に
勤

務
す
る
警
部
以
上
の
階
級
に
あ
る
警
察
官

（
７
）
　
四
国
警
察
支
局
の
高
速
道
路
管
理
官
及
び
災
害

対
策
官
の
職
に
あ
る
者
並
び
に
広
域
調
整
課
に
勤
務

す
る
警
部
以
上
の
階
級
に
あ
る
警
察
官

第
３
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
司
法
警
察

員
に
対
し
て
は
、
別
記
様
式
の
証
票
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
証
票
の
交
付
を
受
け
た
司
法
警
察

員
は
、
裁
判
官
か
ら
要
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を

呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
昭
和
２
９
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
三
月
二
九
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
五
年
三
月
二
八
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
七
年
四
月
一
二
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
七
年
四
月
十
二
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
六
月
一
五
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
三
日
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
四
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
五
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
九
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
四
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
一
七
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第

四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
二
月
十

五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
七
号
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
記
様
式

 

1


